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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた
株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措
置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第8８回定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

会社の新株予約権等に関する事項
会計監査人の状況

会社の支配に関する基本方針
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

橋本総業ホールディングス株式会社
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会社の現況、会社の支配に関する基本方針

1 会社の現況

区分
（行使期間）

取締役
（うち社外取締役）

監査役
（うち社外監査役）

保有者数 個数 保有者数 個数
第1回新株予約権
（2012年９月15日～2042年９月14日まで）

2名
（0名）

28個
（0個）

1名
（1名）

3個
（3個）

第2回新株予約権
（2013年９月13日～2043年９月12日まで）

2名
（0名）

24個
（0個）

1名
（1名）

2個
（2個）

第３回新株予約権
（2014年９月９日～2044年９月８日まで）

3名
（1名）

23個
（2個）

1名
（1名）

2個
（2個）

第４回新株予約権
（2015年９月16日～2045年９月15日まで）

6名
（2名）

41個
（4個）

2名
（1名）

5個
（2個）

第５回新株予約権
（2016年９月17日～2046年９月16日まで）

7名
（2名）

44個
（3個）

2名
（1名）

3個
（1個）

第６回新株予約権
（2017年９月16日～2047年９月15日まで）

8名
（2名）

50個
（3個）

2名
（1名）

4個
（2個）

第７回新株予約権
（2018年９月15日～2048年９月14日まで）

8名
（2名）

46個
（2個）

2名
（1名）

3個
（1個）

第８回新株予約権
（2019年９月18日～2049年９月17日まで）

10名
（3名）

56個
（6個）

2名
（1名）

4個
（2個）

(1) 会社の新株予約権等に関する事項
① 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内
容の概要

・新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　338個
・新株予約権の目的となる株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式　74,360株

（新株予約権１個につき220株）
・新株予約権の区分別保有状況

（注）１. 各新株予約権の行使価額は、全て１株当たり１円であります。
２. 2022年10月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」

及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

② 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 1 －
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会社の現況、会社の支配に関する基本方針

支　払　額
当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 40百万円
当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う
べ き 金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 56百万円

(2) 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　有限責任　あずさ監査法人
② 報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証
を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出
する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

２ 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

－ 2 －
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連結株主資本等変動計算書

第88期（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 542 490 27,200 △1,007 27,225

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △896 △896

親会社株主に帰属する当期純利益 2,890 2,890

自己株式の取得 △620 △620

自己株式の処分 7 14 22
株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） －

当連結会計年度変動額
合計 － 7 1,994 △605 1,395

当連結会計年度末残高 542 497 29,195 △1,613 28,621

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 3,239 474 231 3,945 47 31,219

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 － △896

親会社株主に帰属する当期純利益 － 2,890

自己株式の取得 － △620

自己株式の処分 － 22
株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） △265 △9 △18 △294 △3 △297

当連結会計年度変動額
合計 △265 △9 △18 △294 △3 1,098

当連結会計年度末残高 2,973 465 212 3,651 44 32,317

連結株主資本等変動計算書

－ 3 －
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連結注記表

・連結子会社の数 10社
・連結子会社の名称 橋本総業株式会社

橋本総業ファシリティーズ株式会社
大明工機株式会社
若松物産株式会社
株式会社大和
サンセキ株式会社
株式会社永昌洋行
株式会社ムラバヤシ
みらい物流株式会社
株式会社みらい旅行社

・非連結子会社の数
・主要な非連結子会社の名称

８社
株式会社リード・エンジニアリング

連結注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

② 非連結子会社の状況

・連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
・持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
　株式会社リード･エンジニアリング
・持分法を適用しない理由

　持分法を適用していない非連結子会社（８社）及び関連会社（１社）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範
囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。

－ 4 －
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連結注記表

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価値のない株式等
以外のもの……………………時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ. 棚卸資産
商品………………………………主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）
未成工事支出金…………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

　当社及び連結子会社は、定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用している。
　なお､主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３年～50年
機械装置及び運搬具　　　４年～17年

ロ. 無形固定資産
　ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づく当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、一部の連結子会社は、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しておりま
す。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

－ 5 －
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連結注記表

報告セグメント その他      
（注）

合計
管材類 衛生陶器・金具類 住宅設備機器類 空調・ポンプ 計

顧客との契約から生じる収益 46,685 47,219 29,414 40,598 163,918 1,181 165,099
その他の収益 － － － － － 239 239
外部顧客への売上高 46,685 47,219 29,414 40,598 163,918 1,421 165,339

ハ. 小規模企業等における簡便法の採用
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調機器・ポンプの卸売等による販売を主な事業とし、

顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点におい
て、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、商品の国内
の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益
を認識しております。当社グループが代理人として商品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート、売上割引及び返品等を控除した金額で測
定しております。

⑥ のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

３. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

（注）１.　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流受託、情報システム、不動産賃貸等及
び軌道関係機器販売等の事業を含んでおります。

また、セグメント別に把握することが困難な売上値引き（282百万円）及び売上割引（621百万円）を控除しており
ます。

２．　その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入等を含んでおり
ます。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調機器・ポンプの卸売等による販売を主な事業とし、

顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。
当社グループは、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供
されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。

商品の販売による収益は顧客との契約に係る取引価格で測定しております。商品の販売契約については、契約締結後の交
渉等による値引きがあり、また、取引数量等を条件としたリベートを付して販売していることから、変動性のある金額（以
下、「変動対価」）が含まれております。また、当社グループは、得意先に対して支払う売上割引を、売上高から控除して
います。このような契約において約束された対価が変動対価を含んでいる場合には、変動対価に関する不確実性がその後に
解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めていま
す。

履行義務の充足時点については、顧客との販売契約に基づいて商品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点とし
ておりますが、これは当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移

－ 6 －
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連結注記表

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 30,859百万円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 30,270百万円
契約負債(期首残高) 185百万円
契約負債(期末残高) 368百万円

転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。なお、収益認識適用指針第98項に
定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間
が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は概ね３ヶ月以内であります。なお、重要な金融要素は含んでおりま
せん。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

（注）契約負債は、主に、商品販売契約等に関連して顧客から受領したものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩さ
れます。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及
び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
（特定得意先への貸付金に対する貸倒引当金）
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金（流動資産）0百万円
貸倒引当金（投資その他の資産）48百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
当社グループでは、営業上重要性が高いと判断した特定の得意先に対して、長・短期の貸付を行っております。なお、貸付

方針としては営業上の観点から、個別に精査し、原則として期中の短期運転資金のみに限定しております。一般債権について
は貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、貸付金の額から担保の処分見込額
及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒引当金を計上しており
ます。

債務者が債務超過である場合でも、合理的な事業計画に基づき、計画期間内に債務超過の解消が可能と判断した債務者に対
する債権については、一般債権としております。各債務者の事業計画については、経営改善計画における一定の利益の獲得を
主要な仮定として織り込んでおります。

当社グループは今後も取引先への貸付について、慎重な信用調査により対応していく所存でおりますが、取引先の経営状態
が想定以上に悪化した場合などに、貸倒引当金の見積りに重要な影響を受ける可能性があります。
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建物及び構築物 2,094百万円
土 地 3,998百万円

計 6,093百万円

投 資 有 価 証 券 2,595百万円
計 2,595百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,851百万円

株式会社福知商会 50百万円

株式会社モデル・ティ 149百万円

受取手形 703百万円
営業外受取手形 35百万円

電子記録債権割引高 3,980百万円
営業外電子記録債権割引高 10百万円

(6) 手形債権流動化に伴う買戻義務額 1,628百万円

売掛金 24,133百万円
受取手形 1,432百万円
電子記録債権 4,704百万円

前受金 114百万円
未成工事受入金 254百万円

５. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産
① 資産のうち次のとおり債務の担保に供しております。

　上記の資産は、長期借入金1,621百万円の担保に供しております。

② 取引上の債務に対する保証として次の資産を担保に供しております。

(3) 保証債務
連結会社以外の会社の仕入債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　　　（注）茨城県中小企業再生支援協議会主導で再生中の株式会社福知商会に対する支援の一環として、連帯保証を行っており
ます。

連結会社以外の会社の銀行借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

(4) 受取手形割引高

(5) 電子記録債権割引高

(7) 収益認識に関する事項
① 受取手形及び売掛金、電子記録債権のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

② 未成工事受入金、その他流動負債のうち、契約負債の金額
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再評価を行った年月日 2002年３月31日

時価と再評価後の帳簿価額との差額（益） 1,573百万円

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 21,293,052株 －株 －株 21,293,052株

・配当金の総額 417百万円
・１株当たり配当金額 21円00銭
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月12日

・配当金の総額 478百万円
・１株当たり配当金額 24円00銭
・基準日 2024年９月30日
・効力発生日 2024年12月10日

(8) 土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日に事業用の土地の再評価を
行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額、同条第
４号に定める地価税計算のために公表された価額及び同条第５号に定める鑑定評価に基づいて、合理的な調整を行って算出し
ております。

再評価を行った土地の期末における

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

イ. 2024年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

(注)株式給付信託の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式99,406株について、当社の自
己株式とする会計処理を行っているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より２百万円を除いております。

ロ. 2024年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

(注)株式給付信託の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式93,006株について、当社の自
己株式とする会計処理を行っているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より２百万円を除いております。
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・配当金の総額 466百万円
・１株当たり配当金額 24円00銭
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月12日
・配当の原資 利益剰余金

・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 74,360株
・新株予約権の残高 44百万円

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
　2025年５月９日開催の取締役会において次のとおり決議いたしました。

(注) 株式給付信託の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式93,006株について、当社の
自己株式とする会計処理を行っているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より２百万円を除いております。

(3) 新株予約権に関する事項

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調・ポンプの販売業務を行うため、銀行借入及びフ
ァクタリング等により資金調達をしております。
　資金運用については、預金等の安全性の高い金融商品に限定しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
　また、当社グループでは、営業上重要性が高いと判断した特定の得意先に対して、長・短期の貸付を行っております。貸付
先企業の中には、債務超過となっている企業、あるいは直近期において赤字を計上している企業があり、当社グループは今後
も取引先への貸付について、慎重な信用調査により対応していく所存であります。一方、取引先の経営状態が想定以上に悪化
した場合などに、債権回収が滞ることにより、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
　有価証券及び投資有価証券は、主に株式及び債券であり、満期保有目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、
それぞれ発行体の信用リスク並びに金利、為替及び市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取引に
係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、債権管理規程及び貸付金管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、取引先ごとにブロック長が
定期的にモニタリングするとともに、総務部にて期日及び残高の管理を行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。
　満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財政状態等を把握し、満期保有目的
の債券以外のものについては、保有状況を継続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、手元流動性の維持など
により流動性リスクを管理しております。
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連結貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額
　有価証券及び投資有価証券

　①満期保有目的の債券 200 194 △5
　②その他有価証券 8,575 8,575 －

資産計 8,775 8,769 △5
　　長期借入金（１年内返済予定の長期借

入金を含む）
6,351 6,350 △1

負債計 6,351 6,350 △1

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 1,101

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
株式 7,796 － － 7,796
その他 － 779 － 779

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(※2)連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結貸
借対照表計上額は430百万円であります。

(※3)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであ
ります。

(単位：百万円)

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しており

ます。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 － 194 － 194
長期借入金（１年内返済予定の長期借
入金を含む）

－ 6,350 － 6,350

連　結　貸　借　対　照　表　計　上　額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
1,482 5,547 7,029 7,371

(1) １株当たり純資産額 1,661円70銭
(2) １株当たり当期純利益 145円70銭

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式及び債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。一方で、債券は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時
価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なって

いないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しており
ます。また、固定金利によるものの時価は、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の新規借入におい
て想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８. 賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィスビルや倉庫等を所有
しております。2025年３月期における賃貸等不動産に関する賃貸損益は134百万円（賃貸収入は売上高及び営業外収益に、賃
貸費用は売上原価及び営業外費用に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項
　賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに当連結会計年度末における時価及び当該
時価の算定方法は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

(注) １. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用マンションの取得（5,507百万円）であり、主な減少額は減価償却費(95百万円)であり

ます。
３. 当連結会計年度末の時価は、主として外部の不動産鑑定士による鑑定評価額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適

切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によってお
ります。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

第88期（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固定資産圧

縮 積 立 金
固定資産圧
縮特別勘定
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 542 434 55 490 75 1,613 962 4,420 7,006 14,078 △1,007 14,102
当期変動額
固定資産圧縮
積立金積立額 949 △949 － －
固定資産圧縮
積立金の取崩 △19 19 － －
税率変更による
固定資産圧縮積
立金の調整額

△20 20 － －

固定資産圧縮特
別勘定積立金の
積立

△962 962 － －

剰余金の配当 △896 △896 △896
当期純利益 760 760 760
自己株式の取得 － △620 △620
自己株式の処分 7 7 － 14 22
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － － 7 7 － 909 △962 － △82 △135 △605 △733
当期末残高 542 434 62 497 75 2,523 － 4,420 6,924 13,942 △1,613 13,368

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 2,387 474 2,862 47 17,013
当期変動額
固定資産圧縮
積立金積立額 －
固定資産圧縮
積立金の取崩 －
税率変更による
固定資産圧縮積
立金の調整額

－

固定資産圧縮特
別勘定積立金の
積立

－

剰余金の配当 △896
当期純利益 760
自己株式の取得 △620
自己株式の処分 22
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △125 △9 △134 △3 △137
当期変動額合計 △125 △9 △134 △3 △871
当期末残高 2,262 465 2,728 44 16,141

株主資本等変動計算書

－ 13 －
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建 物 2,022百万円
土 地 3,834百万円

計 5,857百万円

投 資 有 価 証 券 2,595百万円
計 2,595百万円

個別注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
子会社株式………………………移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの……………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手
可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物は定額法）を採用している。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　３～50年
構築物　　　　　　　６～30年

② 無形固定資産
　ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

３. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産
① 資産のうち次のとおり債務の担保に供しております。

　なお、当該金額には、下記②の建物、並びに土地を含んでおります。

上記の資産は、長期借入金1,562百万円の担保に供しております。

② 取引上の債務に対する保証として次の資産を担保に供しております。

－ 14 －
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,031百万円

株式会社モデル・ティ 149百万円

短 期 金 銭 債 権
短 期 金 銭 債 務

785百万円
6,000百万円

再評価を行った年月日 2002年３月31日

時価と再評価後の帳簿価額との差額（益） 1,573百万円

売上高
販売費及び一般管理費

1,279百万円
39百万円

(2) 営業取引以外の取引高 16百万円

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普通株式 1,391,968株 500,040株 20,619株 1,871,389株

(3) 保証債務
　連結会社以外の会社の銀行借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(5) 土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日に事業用の土地の再評価を
行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額、同条第
４号に定める地価税計算のために公表された価額及び同条第５号に定める鑑定評価に基づいて、合理的な調整を行って算出し
ております。

再評価を行った土地の期末における

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
(1) 営業取引

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

(注) １. 当社は2010年６月25日開催の取締役会において、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」を導入することを決議したことに伴い、2010年８月
２日付けで株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）（以下、信託Ｅ口という。）が当社株式100,600株を取得しております。なお、
2025年３月31日現在において信託Ｅ口が所有する当社株式93,006株は自己株式数に含めて記載しております。

２. 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加40株及び東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）によ
る増加500,000株であります。

３. 普通株式の自己株式の減少は、2023年７月25日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少7,619株、信託Ｅ口が
所有する当社株式の株式給付規程に基づく従業員に対する給付による減少6,400株及びストックオプションの権利行使による減少6,600株で
あります。

－ 15 －
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繰延税金資産
投資有価証券評価損 67百万円
土地再評価差額金
株式報酬費用

76百万円
27百万円

組織再編に伴う関係会社株式 191百万円
固定資産解体費用 120百万円
その他 140百万円

繰延税金資産小計 624百万円
評価性引当金 △624百万円
繰延税金資産合計 －百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △1,159百万円
その他有価証券評価差額金 △1,035百万円
土地再評価差額金 △325百万円

繰延税金負債合計 △2,521百万円
繰延税金負債の純額 △2,521百万円

種類 会社等の名称
議決権等の

所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 橋本総業
株式会社

所有直接
100

役員兼務
資金の貸付
資金の借入
不動産の賃貸

資金の借入
(注2) 646 短期借入金 3,700

債務被保証 1,275 － －

不動産の
賃貸(注３) 534 － －

子会社 若松物産
株式会社

所有直接
100

役員兼務
資金の借入

資金の借入
(注２) 1,588 短期借入金 1,600

子会社 株式会社大和 所有直接
100

役員兼務
資金の借入

資金の借入
(注２) 500 短期借入金 500

子会社 株式会社
モデル・ティ

所有直接
47.8

（注4）
役員兼務
資金の借入

資金の貸付
(注１) － 短期貸付金 400

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

7. 関連当事者との取引に関する注記
子会社

(単位：百万円)

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 資金の貸付はグループ全体の資金効率化を図るために貸付を実施したものであり、利率は市中金利を勘案して合理的に決定しております。

－ 16 －
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(1) １株当たり純資産額 828円83銭
(2) １株当たり当期純利益 38円35銭

(注２) 橋本総業株式会社、若松物産株式会社及び株式会社大和との資金の借入の取引金額は、取引が反復的に行われているため、当事業年度における
平均残高を記載しております。

(注3) 橋本総業株式会社への不動産賃貸料については、近隣相場を勘案して合理的に決定しております。
(注4) 株式会社モデル・ティは、当社の持分が50％以下ですが、当社が実質的に支配しており、子会社としております。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 17 －


